
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域自治区予算は、市役所の事業として解決を 

させたい地域課題や地域の活性化につながる施策 

について、市民が考えることのできる地域自治区 

制度のしくみです。 

新城地域協議会において地域自治区予算事業が 

検討され、５，９８８千円の令和８年度新城地域 

自治区予算の事業計画案がまとめられました。 

内訳は P２～３をご覧ください！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：新城自治振興事務所 

担当：宮本 博之（みやもと ひろゆき） 

【お問合せ】 

新城市字東入船１１５番地 

新城市役所本庁舎 3 階 

電話 : 0536-23-7697 

FAX : 0536-23-2002 

ﾒ ｰ ﾙ : shinshiro-jichi@city.shinshiro.lg.jp 

 

みなさんのご意見をお聞かせ下さい！！ 

令和８年度地域自治区予算事業計画案について、 

６月１９日（木） 第３回新城地域協議会 ★課題解決に向けた新規事業検討 

７月１７日（木） 第４回新城地域協議会 ★課題解決に向けた新規事業検討 

 
 

８月２８日（木） 第５回新城地域協議会 ★継続事業について検討、事業計画案の方針決定 

９月１１日（木） 第６回新城地域協議会 ★地域自治区予算事業計画案の決定 

◇新城地域自治区についての詳しい情報の検索方法は、こちらから◇ 

パソコンから、スマホから、お好きな方法でいつでも最新情報を！ 

https://www.city.shinshiro.lg.jp 

５月１５日（木） 第２回新城地域協議会 ★議論の進め方、前年度引き継ぎ事項等の確認 

【地域自治区予算事業計画検討の経過】 
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◆ＡＥＤ普及推進・設置管理事業              １，３５０千円 

 

 

 

 

 

 

◆交通安全施設整備事業                  ２，４００千円 

 

 

 

 

 

 

 

◆地域安全灯設置費補助事業                   １５千円 

 

 

 

 

 

 

◆学校管理事業                       ２２９千円 

 

 

 

 

 

 

地域住民の安全・安心及び防犯意識の高揚を図るため、

地域安全灯の設置に係る費用について上乗せ補助を行

います。 

 安全で安心して暮らせるまちなか        ３，９９４千円 

地域住民の安心・安全を図るため、公民館施設やコンビ

ニエンスストア等へ自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を整

備します。      

★ＡＥＤ設置のためのリース費用 

歩行者の安全通行の確保とドライバーの安全運転を促

すため、危険箇所について道路のカラー舗装整備を行い

ます。               

★昨年度に引き続き新城税務署周辺 
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熱中症対策として、市指定避難所でもありスポーツ開放

をしている新城中学校にウォータークーラーを舟着地

域協議会と協力し設置します。 



 

 

 

◆高齢化社会対策事業                     ２５０千円 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆こども園英語に親しむ機会づくり事業               ２４４千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆にぎわい創出事業                      １，５００千円 

 

                                          

  

 

 

 

 

 

 

高齢者にやさしいまちなか             ２５０千円 

高齢者にやさしいまちなかを目指し、高齢者が日常生活

をする上でのちょっとした困り事を解決する仕組みとし

て、高齢者日常生活支援事業を実施します。また、新城

地域自治区全体のミニデイを開催し、交流を促進します。 

高齢者の外出促進とまちなかのにぎわい創

出のため、しんしろまちなか映画祭と、関

連企画を開催します。 

いつもにぎわうまちなか            １，５００千円 

新城こども園及び城北こども園の５歳児を対象に英語

に親しむ機会づくり(英語の歌や踊り、手遊び等）のた

め、英語講師を派遣します。 

子育て支援が充実したまちなか           ２４４千円 
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新城地域自治区予算事業計画案について、新城市地域自治区予算事業計画策定要綱第 6 条により、

新城地域自治区内にお住まいのみなさんからのご意見を受け付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ご提出の際の個人に関する情報はご意見を明確にするためのものであり、目的以外での 

使用は致しません。また、いただいたご意見に対する個別の回答は行いません。 

 

 

 

○令和８年度 新城地域自治区予算事業計画案 

【受付期間】 

    令和７年９月１９日（金）から令和７年１０月３日（金）まで 
 

【提出方法】 

上記事業計画案に対するご意見とともに住所、氏名を明記し、次のいずれか 

の方法で新城自治振興事務所宛て、ご提出ください。 

１．直接持参：新城自治振興事務所へご持参ください。 

２．郵送  ：〒441-1392 新城市役所 新城自治振興事務所 

３．ＦＡＸ ：0536-23-2002 

４．Ｅメール：shinshiro-jichi@city.shinshiro.lg.jp 
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